
資料１ 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の 

実施に関する調査研究協力者会議 

 

平成２７年６月８日 

文部科学事務次官決定 

 

 

１． 趣旨 

平成２５年に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以

下「障害者差別解消法」という。）において，主務大臣は，所管する事業者が適切

に対応するための対応指針の策定を義務付けられており，また，その際にはあら

かじめ障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなけれ

ばならないとされている。 

文部科学省が所管する事業者のための対応指針を策定するに当たり，その内容

に関する具体的な検討に資するとともに，障害者その他の関係者の意見を適切に

反映させるため，また, 障害者差別解消法への対応に関するその他の事項につい

て意見を聴取するため,本協力者会議を開催する。 

 

２． 検討事項 

（１）障害者差別解消法の対応指針について検討を行う。 

（２）文部科学省の求めに応じ，障害者差別解消法への対応に関する事項について

意見を述べることができる。 

 

３． 実施方法 

（１）別紙の調査研究協力者の協力を得て，「２．検討事項」に掲げる事項について

検討を行う。 

（２）必要に応じて，別紙以外の関係者にも協力を求めることができる。  

   

４． 期間 

平成２７年６月８日から平成２８年３月３１日までとする。 

 

５． 公開等の取扱い 

この会議の議事及び資料は，原則として公開とする。ただし，個人情報を含む

事項等について，主査が非公開とすることが適当と認める場合は，会議の合意を

得た上で非公開とすることができる。 

 

６． その他 

（１）この会議に関する庶務は，初等中等教育局特別支援教育課において行う。 

（２）その他会議の運営に関する事項は，必要に応じ会議に諮って定める。 



（別紙） 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の 

実施に関する調査研究協力者 
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